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規 
 

則 

 
埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

様
式
第
三
十
七
号
（
五
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 
 

 

 

 

様
式
第
三
十
七
号
（
六
）
及
び
様
式
第
三
十
七
号
（
七
）
中 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
十
七
号
（
八
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
財
務
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

特
 
例

 
期

 
間

 
の

 
末

 
日

 

 

特
 
例

 
期

 
間

 
の

 
末

 
日

 

 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
 

末
 

日
 

 

延
滞

金
特

例
期

間
 

の
 

 
 

 
 
末

 

 

「
 
特
例
基
準
割
合
等
の
末
日

 

 

」
 

「
 

特
 
例

 
期

 
間

 
の

 
末

 
日

 

 

「
 

特
 
例

 
期

 
間

 
の

 
末

 
日

 

 

」
 

に
改
め
る
。 

延
滞

金
年

 
 

 
％

 
期

間
の

末
日

 

 

」
 

「
 
延

滞
金

特
例

期
間

 
の

末
日
 

 

」
 

「
 
延

滞
金

年
 

％
 

期
 

 
間

 
 
の

 
末

 
日
 

 

」
 

「
 

」
 

「
 
特
例
基
準
割
合
等
の
末
日

 

 

」
 

「
 

」
 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
五
号



 

 

規 
 

則 

 
学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

  
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

千 

葉 

照 

實 

 
 埼

玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
坪
数
」
を
「
面
積
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
同
条
第
四
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、
「
同
条
第
九
号
」
を
「
同
項

第
九
号
」
に
改
め
る
。 

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
通
知
等
」
を
「
通
知
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
一
条
」
の
下
に
「
第

一
項
（
施
行
令
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
三
、
第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
、「
第
十
三
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
三
条
の
二
」
を

加
え
、
「
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
」
及
び
「
、
届
出
等
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 
 

 
 

 
 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

イ
オ
ン
レ
イ
ク
タ
ウ
ン 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
四
百
五
十
九
街
区
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 
八
一
五
〇
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
一
五
〇
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
二
〇
〇
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

五
八
五
五
台 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

一
九
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

二
一
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
六
年
八
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
十
号



 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
十
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 
埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す 

る
同
法
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日
解
散
認
可
し
た
清
算

法
人
黒
野
谷
土
地
改
良
区
か
ら
清
算
人
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

清
算
人
の
氏
名
及
び
住
所 

 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

吉 

田 

富 

男 
 

埼
玉
県
深
谷
市
本
田
六
千
百
七
番
地 

 

保 

坂 

政 

司 
 

同 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
今
市
三
百
四
十
二
番
地 

 

吉 

田 

伸 

一 
 

同 
 

深
谷
市
本
田
六
千
百
二
番
地 

吉 

田 

致 

良 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
五
十
二
番
地
七 

 

吉 

田 

貞 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
二
百
二
番
地
二 

 

吉 

田 
 

 

進 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
百
三
番
地 

 

吉 

田 

正 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
百
十
二
番
地 

 
 

吉 

田 

治 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
百
五
十
番
地
二 

 

吉 

田 
 

 

巴 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
百
八
十
六
番
地 

 

吉 

田 

三
代
吉 

 

同 
 

同 
 

同 

六
千
二
百
三
番
地 

吉 

田 
 

 

實 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
三
十
番
地 

 

本 

田 

善 

直 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
七
十
七
番
地 

 

吉 

田 

秀 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

六
千
三
十
四
番
地 

梅 

沢 
 

 

功 
 

同 
 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
今
市
七
百
十
番
地 

 

小 

山 

辰 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

三
百
三
十
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の

で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

 

埼
玉
県
秩
父
郡
東
秩
父
村
大
字
大
内
沢
字
居
用
一
一
七
の
一
、
一
三
〇
、
一
三
一 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
崩
壊
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠ 

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢ 

間
伐
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁
及
び
東
秩
父
村
役
場
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
 

 
 

  
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
公

開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

許
可
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
建
築
の
計
画 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

イ 

申
請
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
上
落
合
九
丁
目
三
番
六
号 

 
 

 

株
式
会
社
サ
イ
ニ
チ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役
社
長 

橋
本
宏
太
郎 

  

ロ 

敷
地
の
位
置 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
旭
一
丁
目
十
七
番
一
、
十
七
番
二 

 

ハ 

建
築
物
の
用
途 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

自
動
車
販
売
店
舗
、
自
動
車
修
理
工
場 

二 

意
見
の
聴
取
の
期
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日
（
木
） 

 
 

午
後
三
時
〇
〇
分
か
ら 

 

三 

意
見
の
聴
取
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
苗
間
四
十
番
地
七 

 
 

旭
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー 

一
階 

研
修
室 

 
 

 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
十
三
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名 

 

 

称 

      

二 

取
消
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
東
松
山
市
松
山
町
一
丁
目
十
番
二
十
号 

カ
ー
サ
Ｂ
二
〇
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
桜
区
西
堀
九
丁
目
八
番
二
号 

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

原
口 

万
里
子 

 

合
資
会
社
Ａ
―
Ｋ
Ｓ 

氏
名
又
は
名
称 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
十
四
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

埼
玉
県
証
紙
指
定
売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名 

 
 

 
 

 

き
称 

                         

埼
玉
県
鶴
ケ
島
市
藤
金
八
百
六
十
四
番
地
三 

レ
ー
ベ
ン
ハ
イ
ム
若
葉
ブ
ラ
イ
ト
マ
ー
ク
ス
八
〇
一
号 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
七
丁
目
十
五
番
二
十
七
号 

埼
玉
県
川
越
市
石
原
町
二
丁
目
六
十
五
番
地
九 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
二
百
八
十
四
番
地
三 

ウ
ィ
ス
テ
リ
ア
八
〇
一
―
二
〇
五
号 

埼
玉
県
富
士
見
市
大
字
水
子
七
百
五
番
地
十
一 

埼
玉
県
朝
霞
市
浜
崎
一
丁
目
三
番
十
号 

埼
玉
県
所
沢
市
糀
谷
二
百
三
十
番
地 

埼
玉
県
深
谷
市
東
方
二
千
七
百
二
十
六
番
地
二 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
腰
越
百
七
十
九
番
地
二 

埼
玉
県
川
口
市
並
木
一
丁
目
二
十
三
番
三
号 

埼
玉
県
川
口
市
棒
松
二
丁
目
十
三
番
十
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
中
央
区
新
中
里
二
丁
目
十
四
番
十
二
号 

埼
玉
県
加
須
市
鴻
茎
二
番
地
九 

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

中
嶋 

勝
廣 

株
式
会
社
ケ
ィ
ア
ン
ド
テ
ィ 

田
邉 

光
雄 

太
田 

勝
啓 

河
原 

慎
也 

株
式
会
社
Ｓ
＆
Ｓ 

水
村 

正
孝 

中
嶋 

徹 

岡
本 

偉
地
助 

有
限
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー 

野
口 

栄
次 

江
良 

雄
喜 

株
式
会
社
ツ
カ
サ 

氏
名
又
は
名
称 

埼
玉
県
告
示
第
千
七
百
十
五
号



二 

指
定
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日 

埼
玉
県
秩
父
郡
皆
野
町
大
字
皆
野
三
十
六
番
地
六 

埼
玉
県
深
谷
市
本
田
四
千
二
十
六
番
地 

埼
玉
県
狭
山
市
狭
山
台
二
丁
目
二
十
八
番
７
号 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
六
百
四
十
三
番
地
一 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
久
米
千
八
百
二
十
三
番
地
四
十
一 

埼
玉
県
所
沢
市
く
す
の
き
台
一
丁
目
十
四
番
五
号 

埼
玉
県
所
沢
市
南
住
吉
六
番
十
二
―
一
〇
三
号 

所
沢
メ
ゾ
ン
二
号
館 

埼
玉
県
所
沢
市
並
木
二
丁
目
四
番
地
一 

埼
玉
県
坂
戸
市
仲
町
十
六
番
地
一 

セ
ン
ト
ラ
ル
コ
ー
ト
坂
戸
パ
ー
ク
ス
六
〇
五
号
室 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
上
広
谷
三
百
四
十
五
番
地
一 

ラ
イ
オ
ン
ズ
マ
ン
シ
ョ
ン
鶴
ヶ
島
三
一
〇
号 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
砂
千
六
十
五
番
地
の
六 

埼
玉
県
川
越
市
砂
新
田
二
丁
目
一
番
地
十
五 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
南
平
沢
千
二
百
六
十
番
地
一 

有
限
会
社
オ
オ
ツ
カ 

富
田 

和
彦 

有
限
会
社
フ
レ
ン
ド
リ
ー 

株
式
会
社
エ
ム
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

ョ
ン 

有
限
会
社
内
外
電
子
通
信 

株
式
会
社
Ｆ
Ｃ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

今
井 

孝
一 

有
限
会
社
ケ
ー
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ 

前
田 

一
弘 

町
田 

歩 

有
限
会
社
川
上
屋 

戸
口 

政
浩 

有
限
会
社
ヤ
マ
ゼ
ン 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
八
十
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
二
十
八
日
第
八
十
二
号
で
位
置
の
指
定
を
し
た
道
路
を
次
の
と
お
り
取

り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

   



 

一
○
一 

取
消
番
号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指
定
の
取
消
し
に

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
五
年
十
二

月
十
日 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
若
山
一
丁
目
四
―
四
の
一
部
、四
―

十
一
の
一
部
、
四
―
十
二
、
四
―
十
三
の
一
部
、
四
―
十
四
、

四
―
十
五
、
六
十
二
―
十
五
、
六
十
二
―
十
六 

 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

四
・
〇
メ
ー
ト
ル 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

百
二
十
九
・
八
九
メ
ー
ト

ル 指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
百
三
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
四
〇
〇
四
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
五
日 

 
 

越
建
セ
第
四
〇
八
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
本
郷
字
西
下
九
四
三
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
不
動
院
野
一
〇
〇
七
番
地
二 

 
 

折
原 

正
昭 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
百
三
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

寺 

内 

盛 

幸 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
五
〇
〇
一
〇
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日 

 
 

越
建
セ
第
四
一
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
茨
島
字
前
七
百
四
十
四
番
一
、
七
百
四
十
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
茨
島
七
四
七
番
地
一 

 
 

鈴
木 

昌
之 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
百
六
号 

 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 
 

         



１ 購入等件名及び数量 

  小児医療センター医療情報システム運用管理業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立小児医療センター事務局業務部医事・経営担当 埼玉県さいたま市岩 

 槻区大字馬込２１００番地 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成25年9月30日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 

５ 契約金額 

  70,402,500円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１０条第 

 １項第２号に該当 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
二
十
四
号 

  

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七

十
四
条
第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一

条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、

四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
日 

                     
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

滝 

瀬 

副 

次 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
一
七
、
九
二
五
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
三
七
、
〇
三
〇
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
五
、
三
一
九
人 

 

南
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
三
、
四
六
七
人 

 

南
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
三
二
〇
人 

 

南
第
四
区 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
八
、
三
七
九
人 

 

南
第
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
〇
、
七
三
四
人 

 

南
第
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
八
九
七
人 

 

南
第
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
一
三
七
人 

 

南
第
八
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
五
、
三
八
九
人 



 

南
第
九
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
三
六
二
人 

 
南
第
十
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
七
、
二
一
一
人 

 
南
第
十
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
四
六
七
人 

 

南
第
十
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
四
四
〇
人 

 

南
第
十
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六
一
、
六
五
七
人 

 

南
第
十
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
一
、
九
三
一
人 

 

南
第
十
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
一
〇
三
人 

 

南
第
十
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
〇
、
四
九
九
人 

 

南
第
十
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
六
二
九
人 

 

南
第
十
八
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
三
、
六
五
九
人 

 

南
第
十
九
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
、
五
一
一
人 

 

南
第
二
十
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
二
八
一
人 

 

南
第
二
十
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
四
、
九
七
〇
人 

 

南
第
二
十
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
一
、
〇
二
五
人 

 

西
第
一
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
三
、
七
七
八
人 

 

西
第
二
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
〇
、
七
三
九
人 

 

西
第
三
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
五
一
九
人 

 

西
第
四
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
八
五
六
人 

 

西
第
五
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
七
四
八
人 

 

西
第
六
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
九
、
一
八
三
人 

西
第
七
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
七
九
六
人 

 

西
第
八
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
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